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令和７年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業（エネルギー教育推進事業） 

地域におけるエネルギー教育実践事業 公募要領 

 

１．目的・概要 

 学校での授業や課外活動などによるエネルギー教育の実践の促進等を通じて、次世代層がエネ

ルギー全般に関する関心と理解を深め、将来においてエネルギーに対する適切な判断と行動を促す

ための基礎を構築することを目的として、日本国内の小学校、中学校、高等学校又は高等専門学

校（高専）（以下、「学校」という。）での授業や課外活動等において、エネルギー教育を実践ま

たは実践を支援する個人を、以下の要領で広く募集するものとする。 

 

２．公募期間 

      令和７年５月１日（木）から令和７年５月２６日（月） 正午まで 

 

３．採択数  

   ２０名程度 ※応募状況によって変動する可能性あり 

 

４．事業金額 

   １採択者につき上限２０万円（消費税込） 

 

５．事業期間 

   採択日から令和８年２月末まで 

 

６．事業内容 

  事業内容は、以下の内容のいずれか1つ以上を実施するものを対象とする。なお、エネルギー教育

を実践する際には、別添「エネルギー教育の課題【４つの視点】」を踏まえ、必ず副教材又は授業展

開例（※１）を用いることとし、事業終了後は速やかに報告書を事務局に提出すること。 

 ※１ 副教材  ： 「かがやけ！みんなのエネルギー」 

          「わたしたちのくらしとエネルギー」 

    授業展開例： 「明日からできるエネルギー教育授業展開例[小学校編]」 

           「明日からできるエネルギー教育授業展開例[中学校以上編]」 

    https://energy-kyoiku.meti.go.jp/teaching-materials/ 

 

 学校における授業又は校外学習において、エネルギー教育を実践すること。 
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 学校の教員等向けに、エネルギー教育実践のための学習会等を行い、同学習会に参加した

教員等が、後日エネルギー教育を実践すること。 

 エネルギー教育を実践するため、エネルギー関連施設を訪問する。訪問後は、訪問結果を用

いて、訪問者がそれぞれ学校等においてエネルギー教育を実践すること。 

 

   また、事業実施にあたって、対象が小学生の場合は、「令和７年度わたしたちのくらしとエネルギ

ーかべ新聞コンテスト」（※２）の応募を目指し、中学生以上の場合は、できる限り多くの生徒

に対して実践することを目指すものとし、事業終了後、「未来を考える・創るＳＤＧｓエネルギー

学習推進ベースキャンプサイト」（※３）に報告書を掲載し、エネルギー教育の普及に寄与するも

のとする。 

 （※２）令和７年５月以降に（※３）に記載のHPにて募集開始予定 

 （※３）「未来を考える・創るＳＤＧｓエネルギー学習推進ベースキャンプサイト」 

    https://energy-kyoiku.meti.go.jp/ 

 

７．応募資格 

応募資格は、次の要件をいずれも満たす個人とする。なお、応募は、応募資格者又は応募資格

者から委任を受けた個人又は法人代表者が行うものとする。 

1    国内の大学・研究機関の教員、学校の教員、都道府県・市町村教育委員会の職員、エネル

ギー関連企業・団体に従事する者等であること。 

2   エネルギー教育に関する知見及び経験を有し、本事業を円滑に遂行する能力があること。 

 

８．応募条件 

応募対象者は以下すべての事項に承諾することを応募の条件とする。 

1 採択後、エネルギー教育推進委員会（※４）の特別委員として、活動すること。 

（※４）エネルギー教育推進委員会とは、エネルギー需要構造高度化対策調査等事業 

（エネルギー教育推進事業）の事業に対し、有識者として諮問する委員会のこと。 

2 対象経費の支払いは、事業終了後の精算払いになること。 

3 授業等を実践する場合、必要に応じて資源エネルギー庁及び事務局の同席を認めること。 

4 エネルギー教育の普及を図るため、広く広報等を行うことに努めること。 

5 事業期間中に事務局による報告等の求めがあった場合、速やかに報告を行うとともに、必要に

応じて打合せ等に応じること。 

6 事業期間中に事務局の求めによりエネルギー教育の拡がりを目的としたアンケート等を実施する
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ことになった場合、その実施・回収に協力するよう務めること。 

 

９．対象経費 

対象経費は、事業実施に要した以下の事業費のみ対象とする。なお、採択者・協力者の人件

費及び謝金、再委託・外注費は対象外とする。 

対象経費：旅費、会議費、謝金、備品購入費、備品借料、消耗品費、印刷製本費、補助

員人件費、その他諸経費 

また、本事業で購入したものについては取得財産管理台帳に記載の上、資源エネルギー庁の資

産となり、事業終了後にその所有については、買い取り希望、貸し付け希望、不用、廃棄希望のい

ずれかから採択者が希望を事務局に伝え、事務局及び資源エネルギー庁とで相談の上、判断する

こととなる。 
 

経費処理は、上記を前提としつつ、経済産業省「委託事業事務処理マニュアル」の該当箇所に

沿った運用を行うため、マニュアルに沿った経費処理を行うこと。 
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html 

 

講師謝金単価は、経済産業省謝金基準に従うものとする。 

※協力者とは本事業を採択者とともに主体的に行う者のことであり、講師等とは別である。 
 

１０．審査・採択 

（１） 審査・採択方法 

    事務局内に設置される審査委員会で審査を行い決定する。 

 

（２）審査・採択基準 

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行うこととする。ただし、審査基準①～③を

みたしていない応募者については、他項目の評価に関わらず採択しないものとする。 

① 応募資格を満たしているか。 

② 提案内容が本事業の目的に合致しているか。 

③ 提案内容が事業内容に適しているか。 

④ 事業の実施方法、実施スケジュールが現実的か。 

⑤ 応募者が事業を遂行するための知見、経験を有しているか。 

⑥ 波及効果（学習者が多いなど）があるか。 

⑦ 事業実施方法等について、本事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られる

か。 
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（３）採択結果の決定及び通知 

採択された申請者については、「未来を考える・創るＳＤＧｓエネルギー学習推進ベー

スキャンプサイト」で公表するとともに、当該申請者に対しその旨を通知する。 

     https://energy-kyoiku.meti.go.jp/ 

    

（４） 提案内容の採択と修正 

条件付きの採択の場合は、条件を踏まえた提案内容に修正すること。条件を満たすこと

ができないと認められる場合には、採択しないものとする。 

 

１１．採択後の契約形態 

採択された事業計画に従い、事務局である株式会社博報堂と契約を締結の上、特別委

員として任命する。提案書の作成など契約締結前に発生した費用については、経費対象外

とする。事業終了後、事務局より活動経費につき確認を行い、認められた費用のみ精算払

いを行う（その間立替払）。 

 実施期間中、活動経費に係る証票等の確認を行う場合がある。 

 活動費にかかる帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して整理する。な

お、帳簿、証拠書類等の確認ができない場合については、支払い対象外とする。 

 

１２．応募方法 

（１） 提出書類 

以下を満たす資料を作成し、提出すること。 

  公募要領に示した要件の全てに応えていること。 

 提案書の冒頭に以下の担当者情報を記載すること。 

「応募者氏名/所属・役職/住所/メールアドレス/電話番号」 

 提案書は、HPよりダウンロードできる所定フォーマット（事業計画書/事業実施スケジュー     

    ル/支出計画書）等をベースにして、作成すること。 

※あくまで推奨なので、フォーマットの修正や他フォーマット使用は可能だが、他フォーマットを

使用した場合も、推奨フォーマットに示す内容は全て記入すること。 

 

（２） 提出期限 

本公募要領「２．公募期間」に示す期間内に下記提出先必着のこと。 

容量の問題で送信に時間がかかる可能性もあるので、余裕をもって提出すること。 
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（３） 提出方法 

必要ファイルをメール添付により提出のこと。その際パスワードは設定しないこと。 

件名は、「（応募者の個人名）エネルギー教育実践事業2025」とすること。 

※必ず提案する応募者の個人名を件名に含めること。 

ただし、容量の問題でメール添付が不可能な場合はクラウドサービスの利用も可と

する。その場合は、ファイルがダウンロードできる URL をメールで提出すること。 

 

（４） 提出先のメールアドレス 

     jimukyoku@energy-kyoiku.meti.go.jp 

 

１３．公募説明会の日時及び場所 

以下日時に「 Microsoft Teams 」を用いて行うので、本公募要領１４に記載の問い合わせ

先に連絡先（所属名、氏名、電話番号、メールアドレス）を令和７年５月１２日（月）１７

時３０分までに登録すること。「Microsoft Teams」 が利用できない場合は、概要を共有するの

でその旨を連絡するとともに連絡先を登録すること。 

令和７年５月１３日（火）１７時１５分 

 

１４．公募に関する問い合わせ先 

エネルギー教育推進事業事務局 

TEL：080-7520-8630 

Email： jimukyoku@energy-kyoiku.meti.go.jp 

 

１５．その他 

 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報（提供いただいた情

報を加工して生じた派生的な情報も含む）については、審査、管理、確定、精算といった一

連の業務遂行のために利用する。なお、応募書類は返却しない。 

 本事業に関係するすべての提出書類について、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述

を行わないものとする。 

 偽りその他不正な手段により、事業経費を不正に受給した疑いがある場合には、採択者に対

し必要に応じて現地調査等を実施する。 

 上記の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該事業の契約の取り消しを行う。 
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（別添） 

エネルギー教育の課題【４つの視点】 

 

Ａ：エネルギーの安定供給の確保  

【解説】エネルギー資源小国  

エネルギーを大量消費しながら日本は経済発展を遂げ、豊かで快適な暮らしを享受してきた。しかし日本

はエネルギー資源に乏しく、そのほとんどを海外からの輸入に依存しており、エネルギー自給率は１割程度

であること、中国やインドを始めとする新興国の経済成⾧に伴うエネルギー需要の増加などにより、世界の

エネルギー需給は逼迫してきていることを理解できるようにする。  

このような状況下において、日本として、社会を持続させるために必要な量のエネルギーを経済的に見合う

価格で安定的に供給するための方策を社会的、科学・技術的な観点から考察できるようになることを目

指す。 

 

Ｂ：地球温暖化問題とエネルギー問題  

【解説】化石燃料の大量消費と二酸化炭素の排出  

持続可能な社会構築にあたっての課題の一つが地球温暖化であり、その原因の一つとして温室効果ガ

スである二酸化炭素濃度の上昇があるといわれている。日本が排出している温室効果ガスの約９割がエ

ネルギー起源の二酸化炭素であり、この排出抑制が温暖化対策に当たっては重要と考えられる。 

この問題に向き合うに当たって、エネルギーの利用という切り口からどのような社会的、科学・技術的な方

策があるか、考察できるようになることを目指す。 

 

Ｃ：多様なエネルギー源とその特徴  

【解説】エネルギー源のメリット・デメリット、Ｓ＋３Ｅ、エネルギーミックス  

現在使用されているエネルギー源には石油・天然ガス・石炭といった化石燃料、原子力・再生可能エネル

ギーといった非化石エネルギーがあるが、それぞれには特徴があり、たとえば輸入依存度・発電コスト・二酸

化炭素排出量等の観点から、メリット・デメリットがあることを理解させる。 

その上で「安全性」を大前提にエネルギーの「安定供給」「経済効率」「環境負荷低減」という３つのバラン

スを考慮しながら、エネルギーミックスを考える事が重要であることを理解する。 

さらに将来的には科学・技術による持続可能な新しい社会システムの構築について、中・⾧期的な視野

で考察できるようになることを目指す。 

 

Ｄ：省エネルギーに向けた取組  

【解説】省エネの更なる推進  
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日本は石油ショック以降、省エネの進展や産業構造の変化などにより産業部門ではエネルギー消費はほ

とんど増えていないが、家庭やオフィスの民生部門や、運輸部門ではエネルギー消費が大きく増加している

こと、日本のみならず、世界規模でエネルギー消費は急激に増加していることを認識させ、持続可能な社

会の構築のためには、エネルギーの消費を改善していくことが必要であることを理解させる。  

その上で、我が国の、そして世界のエネルギー消費を改善していくために、私たち一人一人が暮らしの中で

何を行うべきか、また既存技術や革新技術を社会としてどのように活用すべきか、そして日本は世界に対

してどのような貢献ができるかを考察し、行動できるようになることを目指す。 


